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平成３１年４月大和市教育委員会定例会 

 

○平成３１年４月２５日（木曜日） 

○出席委員（５名） 

 １番 教育長職務代理者   青 蔭 文 雄 

 ２番 委      員   小 松 俊 子 

 ３番 委      員   森 園 廣 子 

 ４番 委      員   前 田 良 行 

 ５番 教 育 長   柿 本 隆 夫 

 

○事務局出席者 

教 育 部 長 佐 藤 健 二 こ ど も 部 長 樋 田 久美子 

文化スポーツ 

部 長 
小 林   心 教育総務課長 石 川 正 道 

学 校 教 育 課 長 溝 口 広 幸 保健給食課長 遠 藤 隆 久 

指 導 室 長 板 坂 和 明 教育研究所長 中 村 美 紀 

青 少 年 

相 談 室 長 
新 井   隆 

こ ど も ･ 

青 少 年 課 長 
徳 永 英 和 

文化振興課長 丸 山 太 郎 
図 書 ・ 学 び 

交 流 課 長 
中 丸 信 孝 

スポーツ課長 鈴 木 雅 和   

 

○書  記 

教 育 総 務 課 

政 策 調 整 

係 長 

金 子 純一郎 

教 育 総 務 課 

政 策 調 整 係 

主 査 

川 井 克 己 

 

○日  程 

 １ 開   会 

 ２ 会議時間の決定 

 ３ 前会会議録の承認 

 ４ 会議録署名委員の決定 

 ５ 教育長の報告 

 ６ 議   事 

   日程第 １（議案第３２号）大和市いじめ問題調査会委員の委嘱について 

 ７ そ の 他 

 ８ 閉   会 
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  開会 午前１０時３０分 

○柿 本 

 教育長 

  ただいまから教育委員会４月定例会を開会いたします。 

 会議時間は正午までとします。 

 前会の会議録は、署名委員の署名をもって承認されました。 

 今会の署名委員は、２番小松委員、３番森園委員にお願いいたしま

す。 

 続きまして、教育長からの報告をさせていただきます。 

 初めに、前月定例会以降の動きをご報告いたします。 

 ３月２８日には、大和市特別支援教育センターの開所に向けて、大正

大学の玉井先生にご講演をいただきました。障害への理解と支援につい

て、豊富な経験をもとにお話をいただき、本当に参考になりました。大

和市特別支援教育センターの開所を契機として、もう一歩踏み込んだ特

別支援教育の展開を図ってまいりたいと考えております。 

 ２９日には、退職辞令等交付式を行い、定年を無事に迎えた先生方に

辞令をお渡しいたしました。長年にわたり、大和の教育のために人生の

多くを捧げてくださいましたことに、深く感謝したいと思います。 

 月が明け、４月を迎えた１日には、採用等辞令交付式を行いました。

今年も５９名という大量の初任者を迎えました。学校の教職員がどんど

ん若返っております。若さを生かして、子どもたち一人一人に向き合っ

ていってほしいと思います。 

 同じく１日には、特別支援教育センターの開所式を行いました。大和

市長、市議会議長を初め、多くの来賓にご臨席いただくことができまし

た。神奈川県教育長にもおいでいただき、うれしい限りでした。特別支

援教育センターの愛称を「アンダンテ」と定めましたが、そこには子ど

も一人一人が、それぞれにゆっくりと成長していってほしいという願い

を込めました。子どもたちや保護者の期待に応えられるよう、全力を尽

くしてまいります。 

 ５日には、市内全小中学校で、無事、入学式が挙行されました。今年

は桜が満開のもとでの入学式となりました。本年度の新入学児童生徒

は、小学校が１，８１７人、中学校は１，７６９人です。 

 ９日には、健康都市大学開講式が行われました。健康都市大学は、健

康都市大和にふさわしい学びの場を目指して開講されました。市民でつ

くる健康学部は、市民の方が講師となって、学びを創造します。この新

しい取り組みが広がっていくことを支えてまいりたいと思います。 

 同じく９日には、大和市特別支援教育研究会定期総会が開催され、ご
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挨拶させていただきました。特別支援教育センターの開所を契機に、学

校現場で子どもたちが必要としている具体的な支援、職員全員でもう一

度見直してほしいとお伝えいたしました。 

 １０日には、神奈川県退職公務員連盟大和綾瀬支部定期総会があり、

ご挨拶させていただきました。 

 １１日には、年度初めの小中校長会がありました。私からは教育課題

がますます多様化する中にあって、学校長がその解決の先頭に立ち、解

決に向けて具体的な手立てを講じてもらいたいこと。特に不登校につい

ては増加の傾向にあり、各校の実態を踏まえ、しっかりと対応するよう

伝えました。また、小さな問題でも初期対応から、現場と教育委員会が

連携して対処することが必要である旨も話しました。 

 １３日には、大和市書道連盟展と、やまと子どもミュージカル公演を

のぞかせていただきました。書道連盟展では、高校生の作品の参加もあ

り、参加者の幅の広さを感じました。また、やまと子どもミュージカル

の公演は、今年も感動的なものであり、ステージに立つ子どもたち一人

一人がとてもとても輝いておりました。 

 １４日には、大和市少年消防団入団式が行われました。小学生団員１

５４名、中学生団員５７名で、今年は２００名を超えました。また、高

校生以上の指導員が２６名ということで、人数だけでなく、その厚みも

増してきています。中学生以上は災害発生時の即戦力と考えられ、力強

く思います。 

 １８日には、大和市子ども会連絡協議会定期総会が開催され、ご挨拶

させていただきました。子どもたちの命を守り、育てるためには、これ

からますます大人たちのネットワークが必要になることをお話しさせて

いただきました。 

 １９日には、中学校の教育研究会総会に出席させていただきました。 

 また、２０日には大和市退職校長会総会に出席し、現在進めている教

育施策についてお話しさせていただきました。退職校長会の皆様には、

夏休み寺子屋などのボランティアとして毎年お世話になっており、その

ことのお礼もお伝えいたしました。 

 ２２日には、県央教育事務所管内教育長会議が行われ、３０年度末教

職員人事異動の総括や、３１年度県費負担教職員定数などの報告があり

ました。また、教員のなり手不足の中、欠員が生じている現状も話題に

上がりました。 

 次に、次月定例会までの予定でございますが、説明は省かせていただ

きたいと思います。 
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 以上で、私からの報告を終了させていただきます。 

 ただいまの報告に対しまして、質疑、または補足等ございましたら、

お願い申し上げます。 

○小 松 

 委 員 

  私は、年度末、年度初めということで、退職や採用の辞令交付式、入

学式などに出席させていただきました。１番にあります特別支援教育セ

ンター開所に係る玉井先生の講演会にも出席させていただきました。ま

た、特別支援教育センターの開所式にも出席させていただきました。 

 玉井先生のお話の中で、支援を必要とする子どもたちの個別の発達支

援はもちろん大事なことですけれども、最終的な目標というのは、その

子が社会の中で自立して生きていく力を身につけさせるということなん

ですね。そのときに、対個別指導だけで成長していくかというと、もち

ろん、成長する過程もあるんですけど、ほかの子どもたちであったりと

か、社会の人たちとかかわっていくことで学ぶことも多く、また、最終

的には社会の中で生きていくということが目標でございますので、個別

支援だけではなくて、そういった周りの子どもたちのかかわりも大事な

んだというお話がとても印象に残りました。 

 そのようなお話を聞いている中で、その会場にいらっしゃっていた先

生、お顔を拝見したところ、どちらかというと、特別支援の指導にかか

わる先生方などが多く見られたんですが、やはり、全ての先生、通級の

中で、支援級の子どもたちがなぜ通級に行って、授業を受けるのか、交

流を持つのかというところを、そこにはすごく意味があることでありま

すので、そういったところで深く理解していただきたいなって、そのた

めには多くの先生方、先生に限らずなんですけど、かかわっていく方た

ちに聞いていただきたいなというようなお話でありました。 

 あと、支援センターですけれども、とてもすばらしいセンターができ

ましたので、これは再三申し上げていますけれども、そこにかかわって

くる、やはり、これは人なんですね。つくりましたで終わらずに、ぜひ

やはり、そこは有効的に活用していっていただきたいなと改めて感じま

した。 

 以上です。 

○森 園 

 委 員   

  私は、３月２８日に、それと４月１日の交付式、それから大和市特別

支援センター、それと４月５日、入学式です。それに４月９日、大学の

開校式に出席させていただきました。 

 今、小松委員がおっしゃったように、特別支援センター、これは本当

に活動に利用されて、本当に実践的に機能する場と思いました。特に４

つのエリア、はぐくみの教室、ひだまり支援教室、そして、相談センタ
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ーと教育のところで、教育関係の先生方の研究室がエリアに分かれてい

る。これは本当に、公平にきちんと機能すると、本当にすばらしいなと

思いました。 

 それと小中の入学式です。小学校の入学式に行かせていただいたんで

すけれど、非常に校長先生がわかりやすく、挨拶運動を、ということを

本当に力を入れたので、とても子どもたちが、その言葉を聞いて生き生

きと笑っていたのが印象的でございました。 

 それと４月９日の健康都市大学開講式でございますが、本郷先生か

ら、非常に、学びについての歴史を、現代に至るまで学びとは何かとい

うのを、平安時代からの学びについて先生が話してくれました。非常に

これが、それで日本の学びというものは、西洋、外国に関して違う学び

だけれども、日本独特の学びの構造ができている。これはすばらしいと

思う。特に先月の教育大綱の中で６項目目ぐらいに学びに力を入れてい

くというのがありましたので、この学びということはどういう学びなの

か。本当にいろいろな考え方の中で学びの捉え方がありますけれど、こ

の学びの歴史を学ぶということは、非常によくわかって、９日の講演、

よかったと思います。 

 以上でございます。 

○前 田 

 委 員 

  この中の幾つかに参加したんですが、その中で入学式が、大野原小学

校の入学式に出席させていただきました。大野原小学校は工事中で、校

庭にプレハブが建っていまして、新１年生の教室もプレハブ教室。これ

は、最近のプレハブはとてもよくできていますので、ぴかぴかの教室と

いう感じがします。ただ、校庭が狭くなったのはかわいそうなんですけ

ど、何とか解消されれば、解消というとおかしいですけどね。ただ、入

学式の中では、感じるんですけれども、小学校の入学式は幼稚園の先

生、保育園の先生が来るのが多いですけど、それに増して、地域の方

が、自治会の方とか、ボランティアで子どもたちの様子を見ている方と

かが招待されまして、非常にたくさんの方がいらっしゃって、大野原小

の１年生は約７０名なんですけど、来賓だけでも３０名ちょっとぐらい

で、たくさんの方が子どもたちを見守ってくださるんだなということを

感じました。 

 それから、４月１３日のやまと子どもミュージカル、これも出席させ

ていただきました。以前、海老名で行われていたときに二、三回見たこ

とがあるんですけど、大和で行われるのは初めてのことでございまし

て、小学生から高校生までが、とても一生懸命演じていまして、すばら

しいミュージカルを見せていただきました。どうも、ありがとうござい
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ました。 

○青 蔭 

 委 員 

  ３名の委員の方々が、言い尽くしていらっしゃいますので、この項に

ついては私は何も申し上げることはございません。私は教育長に   

申し上げたいですが、小中校長会というのを、ずっと私が教育委員をや

らさせていただいた約１０年間、小中校長会をまとめてなさっているん

ですが、ご多用かと存じますが、小学校と中学校ではスタンスが違いま

す。これを一緒に集めて、こうだと言われてみても、小学校の校長先生

の考え方とおのずから違います。特に小学校の校長先生におかれまして

は、何か事案があったときに、司直の手を借りる。つまり警察にご連絡

をするということに対して、いささか感度が鈍うございます。ここをも

う少し、先ほど前田委員がいみじくもおっしゃいましたが、学校は校

長、教員だけでは支えられません。大勢の方々が支えていただく。わけ

ても司直の手、つまり警察に、何かあったとき、事案が起こったとき

に、すべからく通報する。それから保護者、並びに生徒の対応、当たり

前でございますが、その一方で、次に再発防止のために何の手を打つか

ということを、少し教育長から、特に小学校の校長先生を集めてお話を

していただきたい。校長先生は全知全能の神ではございません。 

 もし子どもたちに支援を要するならば、その施設も十分でき上がって

いて、そこに先生においでいただける。それから学校での訪問は、まず

教育を受けられて、何をすべきか。それ以外のことは、ぜひ、別の機能

をご自分の頭の中に入れていただいて、全て校長先生が解決をするとい

うことは不可能です。ぜひ、私は、一報をするということ。ここを、こ

の小中校長会を開くに当たって、ぜひ分けて、全体を通すものは、文書

で結構ですから、私は特に小学校の校長先生におかれましては、何かあ

ったときに警察にご一報する。ここの部分が少し、私、何回かこの事案

があって、いささか、なぜということを思ってまいりましたが、ここの

公務と申しますか、そういうものをぜひ頭に入れていただくように、お

話をなさっていただきたいと思います。幾つかの事案が起こったとき

に、まずもって動いていただくのは、やはり司直の手でございます。や

はり、警察でございます。ここを後回しにしてはいけません。ぜひ、ご

一報をいただいて、ともに、校長先生を責めているわけじゃありませ

ん。校長先生一人に責任を負わせるのはもう過酷です。いろいろな支

援、先ほども委員も、色々な支援の選択、こういうところにつなげてあ

げて、ぜひ広い視野で対応なさっていただくことを、切に、切に、くれ

ぐれ申し上げます。 

 以上です。 
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○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございました。今ご意見をいただきましたので、具体的に

検討させていただいて、動きたいと思います。ありがとうございまし

た。 

 それ以外に、よろしいでしょうか。 

 それでは、ただいまの報告に対する質疑は終了させていただきます。 

   

◎議  事 

 

○柿 本 

 教育長 

  それでは、議事に入ります。 

 日程第１（議案第３２号）「大和市いじめ問題対策調査会委員の委嘱

について」を議題といたします。 

 細部説明を求めます。 

 板坂指導室長。 

○板 坂 

 指導室長 

  よろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第３２号、大和市いじめ問題対策調査会委員の委嘱に

つきまして、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 それでは１枚めくっていただきまして、大和市いじめ問題対策調査会

委員名簿をごらんください。 

 大和市いじめ問題対策調査会につきましては、これはいじめ防止対策

推進法の規定によりまして、いじめ防止対策のあり方や実効性を高める

ための調査研究、それから学校で発生したいじめの重大事案の調査を行

うため、教育委員会の附属機関として設置しているものでございます。

今回はここにありますように、平成３１年４月３０日に、２年間の任期

の満了によりまして、新たに令和元年５月１日より、令和３年４月３０

日までの２年間の委嘱をするものでございます。 

 それでは、名簿の上からごらんください。 

 １番につきましては、規則の規定により弁護士ということで、神奈川

県弁護士会から推薦をいただいております。 

 ２番につきましては、規則で医師ということで、大和市医師会から推

薦をいただいております。 

 ３番につきましては、規則で臨床心理士ということで、同じく、臨床

心理士会から推薦を受けております。 

 ４番は、規則で学識経験者ということで、非常に、いじめに関する見

識の高い大学教授をここに載せております。 

 ５番、神奈川県教育委員会の職員ということで、神奈川県教育委員会

から推薦を受けております。 
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 ６番、７番につきましては、児童及び生徒の保護者ということで、そ

れぞれ、小学校の保護者の方、中学校の保護者の方ということになって

おります。 

 ８番、９番につきましては市立小学校及び中学校の校長ということ

で、それぞれ、小学校の校長と中学校の校長からとなっております。 

 なお、いじめ防止対策推進法２８条第１項の規定に基づきまして、学

校で発生したいじめの重大事態の調査を行う場合は、名簿のこの１番、

２番、３番、４番の委員を専門委員ということにしまして、専門委員会

を設置するということになっております。 

 調査委員会の委嘱につきましては以上でございます。よろしくお願い

いたします。 

○柿 本 

 教育長 

  細部説明が終わりました。 

 質疑の際は、個人情報に配慮いただき、委員名簿の左はじのナンバー

でお願いいたします。 

それでは質疑、ご意見等ございましたらお願いいたします。いかがで

しょうか。 

○青 蔭 

 委 員 

  大変ご立派な方々がおいでになりますので、ぜひ何かありましたとき

にご助言、ご指導をいただきますことを、切にお願いいたします。 

○柿 本 

 教育長 

  ほかに、よろしいでしょうか。 

 ほかにないようでしたら、質疑を終結いたします。 

 これより、議案第３２号について採決いたします。 

 本件の原案について、ご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

 異議なしということで、議案第３２号は可決いたしました。 

   

◎その他 

 

○柿 本 

 教育長 

  続いて、その他に入ります。 

 各課での報告事項について、順次、報告をしてください。 

 今回は、「大和市教育委員会の会議における報告事項に関する申合

せ」に基づく報告のうち、学期ごとの報告となっている事項について、

３学期分の報告がございました。 

 初めに、板坂指導室長。 

○板 坂 

 指導室長 

  よろしくお願いいたします。 

 それでは、大和市教育委員会の会議における報告事項に関する申合せ

に基づく報告の１ページをごらんください。 
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 市立小中学校におけるいじめの認知件数について、ご報告いたしま

す。 

 平成３０年度１月から３月までの報告でございます。まず、全体の件

数につきましては、小学校で９６件、中学校が２０件となっておりま

す。小学校全体を通しまして、この事案の内容でございますが、からか

い・悪口、仲間はずれ・無視、暴力といった、学級学年でいわゆる早期

対応して、一定の対処が得られやすい内容のものが、全体の７４％程度

となっております。また、今回、１年生で暴力が５件と、ちょっと増え

ておりますが、内容としましては、友達同士でふざけ合っているうち、

遊びの中で追っかけっこをしているうちに、だんだんだんだんお互いの

気持ちがエスカレートして、たたきあったりとか、けったりとか、ラン

ドセルを引っ張るというような内容の報告であるというふうに受けてお

ります。 

 また、ネット上のトラブルも報告されております。こちらは非常に学

校としてもなかなか見えづらいものでございます。件数としては少ない

ですが、実際にはもっと多いのではないかと思いますが、今回報告され

ているのは小学校で２件です。こちらは勝手に動画を撮られた。また、

動画を使って悪口を言ったというものでございました。年間を通しまし

て、昨年４月から１２月までの６００件となりまして、合わせて６９６

件ということでございます。 

 続きまして、中学生です。中学生でも同じように、からかい・悪口、

仲間はずれ・無視、暴力といったものが全体の７５％を占めておりま

す。こちらもネット上のトラブルにつきましては１件の報告となってお

りますが、こちらはインスタグラムで悪口を書き込まれたという内容の

ものでございます。また、金銭要求というものもございます。こちらは

ゲーム機や現金を取られたというものでございまして、こちらは小学校

時代にも同様のことが起きておりまして、学年全体、それから取った人

に対する指導を継続しているという状況でございます。１年間では、４

月から１２月までの１３３件と合わせまして１５３件となっておりま

す。 

 それぞれの解決に向けましては、当然、担任ですとか、校内の支援チ

ームで早期対応に努めて、一定の解決が見られているものが多い状況で

はございますが、やはり、再発防止ということで、その後の状況を注意

深く見守っているというのが状況でございます。また、全体の認知件数

は上がっておりますが、先ほどお話ししましたように、ネット上のトラ

ブルについては余り増えておりません。学校現場では見えにくいという
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ものでもありますけれども、例えば、「ＳＴＯＰｉｔ」、現在行ってお

ります、こういった加入について促進をするということも含めまして、

早期発見に努めてまいりたいというふうに思っております。 

 いじめの認知件数につきましては以上でございます。 

 続きまして、２ページ、指導室におけるいじめ・不登校の相談受理状

況についてご報告いたします。 

 ３学期におきましては、いじめについての相談が１件、中学校でござ

いました。こちら、ＳＴＯＰｉｔを通しての相談でございます。内容

は、部活動で先輩からいじめを受けているというものでございました。

こちらの指導主事が何度かそのＳＴＯＰｉｔを通して相談を続けていく

中で、ご本人から、学校名ですとか、部活の内容、氏名等も、本人が打

ち明けてくれましたので、学校にすぐ連絡をしまして、指導をしまし

て、学校で、今、解決に向けて取り組み、現在ではそのお子さんも一緒

に部活動を楽しんで、楽しいとの声も聞かれるところまでなっておりま

す。不登校についての相談はこちらではございませんでした。 

 以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  続いて、報告を続けさせていただきます。 

 新井青少年相談室長。 

○新 井 

青少年

相談室長 

  それでは３ページをごらんください。 

 市内小中学校における不登校児童生徒数について、ご報告いたしま

す。１カ月の間に連続３日、もしくは断続５日以上欠席をした児童数で

ございます。 

 小学校につきましては１月、１２８名、２月、１３８名、３月、１０

３名となっております。不登校児童数全体では、前年度と比較して増加

傾向にございます。特に、４年生と６年生につきましては大幅に増加し

ている状況でございます。 

 不登校になったきっかけ・様子につきましては、家庭環境や本人に係

る状況によるものが多かったです。対応といたしましては、不登校児童

支援員が個室における個別指導や家庭訪問などにより、登校を渋り始め

た児童に対して積極的に支援を行ってまいりました。また、新年度に向

けて、欠席が断続、継続している児童のケース会議を開催し、支援方針

の確認を行っているところでございます。 

 続きまして、中学校につきましては、１月、２５５名、２月、２６２

名、３月、２００名となっております。不登校生徒数全体は、昨年度と

比較して増加の傾向にあり、１年生と２年生の不登校生徒数が増加して

おります。不登校になったきっかけ・様子の傾向といたしましては、家
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庭環境、無気力、友人関係によるものが多かったです。 

 対応といたしましては、特に、３年生につきましては不登校生徒の進

学先となる高校と丁寧に引き継ぎを行い、高校での新しい生活がスムー

ズにスタートできるように、支援を行ってまいりました。また、３月に

青少年相談室に、中学校のコーディネーターに来室していただき、小学

校から中学校へ引き継ぎが必要と思われる児童についての情報提供を

し、スムーズに中学校生活が送れるように支援をしてまいりました。 

 全体においてケース会議等を開催し、進路についての支援や進級につ

いての支援を行い、目標をもって登校できるよう支援をしてまいりまし

た。その中で３年生において、卒業、進学に向けて目標を持ち、改善が

見られたケースもございました。 

 平成３０年度におきましては、不登校児童生徒数の増加の傾向が見ら

れ、引き続き丁寧な支援を心がけ、関係機関との連携を図りながら早期

の対応を行っていきたいと考えております。 

 ４ページ、青少年相談室における教育相談の受理状況についての報告

でございます。 

 １月から３月までの受理状況でございますが、最も多かったものが

「性格・行動上の問題」で、学校の生活の中でのトラブルや授業を受け

る態度というような、お子さんとのかかわりについての相談が多くあり

ました。次に不登校、学校生活となっております。年間の相談件数を見

ましても、「性格・行動上の問題」が最も多く、続いて不登校、学校生

活となっております。小学生の相談が増加傾向にあり、早い段階での支

援が必要だと捉え、早い段階でのお子さんの必要な支援を連携して行っ

ていきたいと考えております。 

 ５ページ、青少年相談室における街頭補導の状況についてご報告いた

します。こちらは専門街頭指導員と、４０名の相談員によるパトロール

における補導状況でございます。３学期に最も多かったものは、暴走行

為等交通違反で、自転車の二人乗り、スマホを持って自転車を運転した

り、イヤホンをつけて音楽を聞きながら自転車を運転したりと、自転車

の乗り方による指導というものが最も多くございました。 

 ６ページ、教育支援教室、まほろば教室の通級者の状況でございま

す。最後の３月の段階で、まほろば教室に通室していた児童生徒数は、

合計で３９名でございました。うち５名が小学生でございます。中学３

年生は２０名でございましたが、この２０名は卒業式に出て、卒業式に

は出られないものの、その後、校長室で校長から卒業証書を受け取るこ

とができました。２０名全ての方が高校へ進学することができていま



12 

す。また、３９名のうち、学校復帰、または部分復帰ができたお子さん

が２１名、学校に定期的に通えるようになったお子さんが８名おりまし

た。 

 報告は以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  報告を続けます。 

 石川教育総務課長。 

○石 川 

 教育総務 

 課 長 

  続いて、７ページでございます。 

 教育委員会が受け付けた市内小中学校に関する苦情でございます。 

 今回の報告は５件ございます。概要をまとめさせていただきますと、

生徒児童への接し方についての苦情が４件、その他につきましては１件

の、合計５件でございます。 

 それでは１番から見ていきたいと思います。 

 まず１番、対応日１月２９日でございますが、苦情の概要は教員の生

徒への接し方についてでございます。対象者は中学２年生でございま

す。苦情の内容でございますが、部活動での顧問の教師と本人の問題で

す。顧問と部員との意思疎通がうまく図れずに、不満を持っているとの

苦情でございました。対応でございますが、スクールソーシャルワーカ

－から教育相談コーディネーター教諭に連絡を入れたところ、本人も学

校に相談しに来たとのことでした。後日、校長の指示のもと、生徒指導

担当教員と顧問とで該当生徒、それぞれに個別に対応するなどして解決

を図ったというものでございます。こちらにつきましては青少年相談室

が対応いたしました。 

 続いて、２番目でございます。２月４日の対応でございますが、教員

の生徒への接し方についてでございます。こちらも中学２年生です。苦

情の内容ですが、他の部員より悪口や陰口、至近距離からボールを投げ

られるなどの嫌がらせが続いている。学校や顧問に相談しているが、対

応してくれないというものでございまして、こちらの苦情ですが、下に

括弧書きがございますとおり、１番の苦情と同じ中学校の部活でござい

まして、そこに在籍している生徒の保護者からの苦情でした。対応でご

ざいますが、１番と同じ学校、部活の案件でございましたので、内容を

校長に報告いたしまして、対応を仰ぎました。後日、当該生徒に個別に

対応し、対処したとのことです。こちらも青少年相談室が対応いたしま

した。 

 続いて３番目、２月４日、ピアノオーディションについてということ

で、対象は小学４年の児童でございます。苦情の内容といたしまして

は、学習発表会用のピアノのオーディションにつきまして、合格できな
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かった理由の説明に配慮がないという苦情でございました。その対応で

すが、保護者から学校での児童の様子やお考えを伺いまして、その内容

を踏まえまして、校長に指導をいたしました。校長、担任から保護者、

児童へ丁寧に事情を説明したところでございます。こちらにつきまして

は、指導室にて対応いたしました。 

 続きまして、４番目でございます。２月５日、教員の児童への接し方

についてということで、対象は小学２年生の児童です。内容といたしま

しては、遊んでいる最中、相手から一方的に押されたり、暴言を吐かれ

たりするということです。母親は日常的に暴力を振るわれていることに

心配をしていて、担任に相談しても対応が不十分であるというものでご

ざいました。対応ですが、校長に報告し、相談員からも母子の気持ちの

安全・安心のため、学校での取り組みを説明する必要があると伝えまし

た。こちらは青少年相談室が対応いたしました。 

 そして、最後、５番目でございますが、２月１４日、教員の生徒への

接し方についてでございます。こちらは中学１年生の生徒でございまし

た。部活動の顧問の指導が適切でないためか、部員が次々とやめてしま

うというお話でございます。対応でございますが、具体的な相談体制を

説明いたしまして、改めて家庭内で考え、相談したいときは連絡すると

のご返答がございました。その後、当該校長に確認したところ、現在は

落ち着いた様子であるとの報告がありました。こちらにつきましては、

青少年相談室が対応いたしました。 

 以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  ここで一度切らせていただきまして、質疑、ご意見等ございました

ら、お願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

 小松委員、お願いします。 

○小 松 

 委 員 

  まず、いじめのところですけれども、室長がおっしゃったように、ネ

ット、特に学校に持ち込んではいけないということになっておりますの

で、なおさら、やはり学校でというのは難しいところがあるとは思うん

ですけれども、やっぱり周りの様子などを見ながら、注意深く見ていか

なきゃいけないところであるのと同時に、すごく低年齢化してきていま

すので、今は小学校の高学年、五、六年生あたりから、例えば、学校に

よっては保護者も含めた携帯の利用方法などの講演であったり、勉強会

などを開いているところもございますが、それではもう、もしかしたら

遅いのでは。かなり、本当にもう、今、未就学児、２歳、３歳の子がタ

ブレットを持って、自由に動画を見たりとか、いろいろな操作ができる

ような子どもたちが増えてきている時代ではありますので、その使い方
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というところは、もう少し学年の低いところ、低学年のときからしっか

りと、保護者も含めて利用方法に関しては指導をしていく必要があるの

かななんていうことを、少し感じております。 

 あと、次は不登校に関してなんですけれども、本当に残念ながら、先

ほどもお話がありますけれども、数が減るのではなく増えていく一方だ

というところが非常に残念だなと思っております。ここで３月の数字が

出てきた中で、これは４月、今年度が始まってからどういうふうにまた

数字が変わってくるのかなというところは、夏休み前でまた、通常もも

ちろん注意深く見ていかなければいけないところではあると思うんです

けれども、先ほども特別支援のところでお話ししましたけれども、不登

校の児童生徒の解決というか、最終的な目標というのは、児童や生徒の

将来的に、精神的、経済的に自立をしっかりとして、豊かな人生が送れ

るようにしてあげることだと思うんです。もちろん、学校に登校できる

ようになるのが一番ではございますが、でも、そうではなくて、そこが

何が何でも学校に戻すということではなくて、その子どもたちの将来を

見据えた中での適切な指導だと思うんです。 

 その中でこの数が本当にどんどん増えていっているというのは、じゃ

あ、学校は何をしているのかなというふうに疑問を持ったりしてしまう

ところもあるわけでございます。何が何でも学校に戻すということでは

なくて、その子どもの将来を見据えた中で、どういうふうな指導ができ

るか。どういうふうに見守っていくことができるかというところが大事

だと思います。今までというか、数字はきっちりと、１つの現状を知る

ために数字を出していただくことは非常に大事なことではあるんですけ

れども、もっと大事なのは、どういうふうに、その子どもたちにかかわ

っていってあげているか。そして、まだ不登校になっていない児童生

徒、要するに、これ以上増やさないためにはどうしていったらいいかと

いうところを考えていかなければいけないと思うんです。 

 再々、そういうことをお話させていただいているんですが、なかな

か、もちろん、例えば、１足す１が２の問題ではないので、それぞれの

ケースがあると思うので、どうやったら解決できるかというのは難しい

ところではあると思うんですけど、どういうふうな取り組みをしていく

かというところは、やはり、これから、というか、なかなかお話をいた

だけないので、これからそういったところも、今、こういうふうに取り

組んでいっているんだということも含めながら、解決方法を何か見出し

て、お話をいただいて、解決方法を生み出していくことができればいい

なというふうに感じています。 
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 これだけのことがあるけれども、こういうふうなことをやっているよ

というところも含めて、お話をこれから、ぜひ聞かせていただきたいな

というふうに思います。 

 あとはそれぞれ、まほろば教室に通室している児童生徒、こちらの人

数がだんだん増えてきていると思って感じております。ただ、ここは先

ほどお話ししたように、学校以外の学ぶ場所として、大和市の中で設置

された１つの教室ではありますので、ここがどんどん増えていくことが

いいことだとは思えないんですけれども、ただ、やはりそこできっちり

と指導していただいて、高校にもつなげていっていただいているという

ことなので、ここのところは、通えないで何もせずにいるお子さんがい

らっしゃったら、ここも１つの方法なんだよというようなお話をしてい

ただけるといいのかなというふうに感じました。 

 あと、最後のところです。教育委員会が受けた苦情というところで

は、非常に残念ながら、教員の、保護者や児童生徒に対する接し方につ

いての苦情が増えてきているんですね。ここ何回かお話を聞いている中

でだんだん増えてきている……というか、だんだん増えてきています、

お話を伺っていると。これ、何でだろうというところでは、しっかりと

こちらでは見きわめていかなければいけないんじゃないかなというふう

に思います。 

 例えば１番と２番のところ、同じ学校で同じ部活で、同じ生徒さんで

すよね。１月２９日と２月４日って、数えてみると６日間ぐらいしかな

いので、どういうタイミングでこういう話がきたのかわからないんです

けれども、２９日のところで一度こういった話になっているのに、何で

また２月になってまた同じような、同じ生徒さん、保護者さんからこう

いうふうなお話がくるのかがわからないです、本当に。しっかりと対応

ができていたのかが。短いスパンですので、もしかしたらば、その対応

のところでお電話をいただいたタイムラグみたいな感じのものがあった

のかなとは思うんですけれども、注目すべきは、本人も学校に相談しに

来ているというところで、なぜ改善されていかなかったのかなというの

がとても疑問に感じました。学校の現場の中でどういうふうなことが起

こっているのかというのは、やはり、それは委員会でもしっかりと確認

をしながら進めていかなければいけないんではないかなというふうに痛

感いたしました。 

 以上です。 

○前 田 

 委 員 

  いじめ、不登校に関して、今、小松委員でほぼまとめた考えを示して

くださいましたので、同感です。ただ、途中のいじめにしても、不登校
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にしてもゼロにしたいというのは、本当にみんなの気持ちだと思うんで

すけれども、なかなか、減少どころか、今、増加傾向にあるところがす

ごい心配です。ぜひ、ここで、学級の担任が一人で抱え込まないで、学

年とか、学校全体、そして行政、いろいろ相談するところがあると思い

ますので、そういう相談体制をしっかりつくってもらって、少しでもや

っていきたい。ただ、今やってもらっていると思います。コーディネー

ターさんとか、支援員さんとかいっぱい、いろいろな職の方をつけても

らっていますので、やってもらっているんだけど、それでもまだ増加傾

向にあるというので、まだそれでも何か足りないんだろうということを

自覚して、さらに何か手を打たないといけないということを、人ごとの

ように考えないで、私たちも含めて、みんなで考えていかなければいけ

ないなと感じました。 

 以上です。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございます。 

 森園委員、お願いいたします。 

○森 園 

 委 員 

  ２点ほどです。小松委員が全部まとめていただいたとおり、私も同感

でございますが、いじめのところで、数字ということに関しては、確か

に、この数字の中から浮かび上がるものというのは、どう、これを酌み

取って、捉えていくのかというのはとても大切なので、この数字はやは

り出していただいてありがたいと思います。しかし、この数字がいつ

も、いつも、ただ、統計だけでここに載っているということに関して、

いささか、いろいろな思いがございます。この前、ここにもありまし

た、平成２９年度から、小学生のいじめが３３名増えた。これに関して

は、いつも、増えたことに関してはきめ細かく、そのいじめに対して対

応するまで件数が増えたというお答えをいただいているんです。でも、

やはり、増えたから、だから、増えた部分に関して、どう対処している

んだろう。いつもそう思っております。この数字の羅列というよりは、

去年こうだった、この部分がこう改善されたとか、こういうところに問

題があるというのをもっと知りたいなと思っています。 

 あと、パーセンテージにすると３３名って、６３名から９６名、３３

名で３４％ぐらい、がんと増えている。ただ、きめ細かい指導の思いと

いうことではないような気がするんで、その辺、ちょっと教えていただ

きたいなと思うのが１点です。 

 あと、２点目は、不登校なんでございますけれども、ここも私の記憶

にある限り、非常に無気力がナンバー２に浮上しているんです、不登校

の理由として。この無気力感って、ただ無気力って、どこから生まれた
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んだろうって。そこの分析がすごく必要であって、こうやって見ます

と、無気力感と精神的混乱、何かすごく関係する部分だと思うんです。

子どもたちが今どうして無気力感で、どうして精神的な混乱がこれだけ

出て不登校になっているんだろうという、その辺の分析というのは逆に

数字の羅列よりも、その辺の分析の情報を、私は欲しいなと、いつも思

っております。 

 それから学校関係、友人関係の部分、これもずっと落ちておりまし

て、これは子どもの社会生活を営むためにも、こういう友人関係の中で

子どもは育っていくということでわかるんです。ですから、すごく今問

題なのは、この無気力と情緒的不安で、今、小松委員がおっしゃったよ

うに、子どもの情緒不安定、無気力、特に、中学校の多感なときに無気

力になった子は、本当にずっとそれを背負っていくというのはわかりま

す。だから、その生きる力というのは、本当に、今、教育の部分で一

番、生きる力、私の知っている限りで、この生きる力というのは、多

分、県の教育方針でも、二、三十年前にも出ている方針ですけど、逆に

今この生きる力を教育方針の中に取り入れていただきたいなと思ってお

ります。 

 ２点と言いましたが、あと１点、追加でございまして、先週、教育委

員会に苦情ということなんですけれども、本当に、例えばオーディショ

ンについて、これって、本当に学校だよりでオーディションについては

こうですよ、こういうわけで出る人と出られない人ということ、皆さん

に知らせれば、こういう部分がない。やっぱり小学校のおたより、かな

り先生方はいろいろ綿密に、子どもたち、地域にも出してあるんです

ね。そんなのを活用して、こういうことを皆さんに理解していただくの

もいいのかなと思いました。 

 以上です。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございました。 

 先ほど、いじめの認知件数のところで、小学校、昨年６３件から９６

件に増えた背景が、小さなものというだけではなくて、何か背景として

考えられるのかというふうなご質問がありましたけれども、室長から。 

○板 坂 

 指導室長 

  お答えします。 

 平成２９年度同時期は、小学校、６３件でした。今回、平成３０年度

の１月から３月までにつきましては９６件という報告ですが、実はこ

れ、学校間でもかなり差があるというのも現状でございます。一方で、

こんなに丁寧に見ていただいていて、例えば、この仲間はずれの中に、

「今日一緒に遊ぼうと約束したのに遊んでくれなかった」という内容の
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ものですとか、悪口も、帰りがけに「ばか」って言われたとかいうこと

を上げている学校もございます。ですから、そういったところも精査し

ていかなければいけないと思いますが、学校でそういったところも、今

後、それが続くかもしれないということで挙げているということを見れ

ば、数値が上がっているのも、まだ上がる可能性はあるのかなというふ

うには思っていますが、この中に隠れている。それが先ほどおっしゃら

れたようなネットのことですとか、それ以外のことについては、見逃さ

ず対応していきたいというふうに考えております。 

 ありがとうございます。 

○柿 本 

 教育長 

  数字だけではなくて、そうした場合には、数字が上がっても改善がき

ちんとできているかということは、結果的には問題でございますので、

その改善点を整理して、また記してほしい。または、不登校に関して

も、この後、その原因の分析であるとか、手立ての具体性のあるもの

を、できれば、この数字と一緒に提示していただきたいということがご

ざいましたので、そちらについては今後に生かすということで確認させ

ていただきました。 

 ほか、いかがでしょうか。 

 青蔭委員。 

○青 蔭 

 委 員 

  各委員がご指摘をなさっていらっしゃいましたので、あえて重ねては

申しませんが、ぜひ、問題が私たちのことよりも、私たちの都合ではな

くて、全て子どもたちのほうを向いて仕事をしているのは、私たちの職

務かと思っております。ここを第一義と考えて、皆様、ご多用の中をご

苦労をこれだけいただきまして、特に夜遅く、早朝からいろいろなご連

絡をいただいて、この時間、まだ働いておられるんだなという労苦はし

みじみとわかってはございますが、一人の子どもがこの世に誕生して、

自分の力で生きていく。そして、その次にまたご縁があったら結ばれ

て、次の生を育んでいくという。こういうことの繰り返しを、私たちが

一人でも多くの子どもたちに、それから、人工知能ＡＩがますます期待

と不安でございます。この世の中で、学校に就学ができない子どもたち

が、そういう社会をどう生きていくのかということを思いますと、勉強

をするということの重み、それから、未就学児童の性的な問題が、神奈

川県、５４署がございます。その中で、平均すると１署５人という数字

が出ておりますが、大和が２倍強です。ここをぜひ、この数字を受けと

めていただいて、子どもたちをどうしたら、安心、安全を与えられるか

ということを、これはお恥ずかしいんですが、大和の恥部です。しか

も、加害者がご年配の方であるという。ここをしっかりと、ぜひ、各施
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設にご連絡をいただいて、こういうところだというので、ぜひ、子ども

たちにも、一人で遊ぶときはどうなるんだということをきちんとお願い

したいと存じます。 

 何回か申しますが、生まれてきて、この世に生まれてきて、悪いなん

て生徒は一人もいない。みんな、それぞれ役目を持ってきているわけ

で、それを私たちが手を差し伸べる、おこがましい、子どもたちの自立

を促すというのが私たちの責務でございますので、ぜひ、関係各位の

方々におかれましては、ご多忙で、大変お疲れとは存じますが、一人の

子どもが明るく登校する姿、あるいはまた、進学をする姿、そういうも

のをきちんとできるように、どうか力を合わせてやっていきたいと思い

ますので、ご多忙かと存じますが、温かい、そしてまた、切れ目のない

ご協働を賜ればと思います。 

 以上であります。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございました。 

 それでは、報告を続けさせていただきます。 

 続きまして、半期ごとの報告となっている補助執行事業について、初

めに、丸山文化振興課長、お願いします。 

○丸 山 

 文化振興 

 課 長 

  それでは、資料の８ページをごらんください。 

 まず１番目、施設の利用状況についてです。つる舞の里歴史資料館、

下鶴間ふるさと館、郷土民家園の３館について、来館者数を一覧表にし

ております。括弧内につきましては、前年同月の来館者数を表記してお

ります。 

 一番最後の行です。計の欄をごらんください。つる舞の里歴史資料館

は２，７１３人、前年に比べまして３２０名の増加となりました。続い

て、下鶴間ふるさと館は３，５５７人、前年に比べて３００名の減とな

っております。そして、郷土民家園についてですが、１万２，４８３

人、前年に比べまして少し減少幅が大きくなっております。３，５４６

人の減少ということになっております。 

 この郷土民家園についてですが、来館者数が若干、減りぐあいが他館

に比べて大きいですけれども、特段、下半期について、工事等で閉館し

ているということはございませんでした。また、年中行事や民俗文化に

基づいた各種事業を実施しておりますが、そういった事業についても参

加者数は大きく変わっておりませんので、通常、営業しているときの来

館者数の減り幅が若干大きくなっていると推察しております。また今年

度以降の来館者数の動きを見据えながら、対応策について検討してまい

りたいと考えております。 
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 続いて２番目、文化財保護審議会についてです。下半期については２

回開催しております。まず１０月４日は、大和市教育に関する事務の職

務権限の特例に関する条例の一部を改正する条例に関する諮問というこ

とで、いわゆる文化財保護事務の市長部局への移管について諮問をした

ところでございます。 

 そして、２月１３日には、郷土民家園の指定管理事業の報告や、文化

財保護関係事業の報告などを行ったところでございます。 

 ３番目、文化財愛護講座につきましては、１月２０日に開催してござ

います。月見野遺跡発掘調査から５０年という節目を迎えるに当たりま

して、安蒜政雄明治大学名誉教授ほか、皆さんにお集まりいただきまし

て、講座やシンポジウムを開催したところでございます。 

 ページを１枚おめくりいただきまして、９ページをごらんください。 

 ４番目、つる舞の里歴史資料館の企画展でございます。これは毎年１

０月下旬から１２月にかけて実施しているものでございますが、今回は

「維新・明治１５０年企画展 激動の幕末・維新期を庶民がどう生きた

か」というテーマで、幕末から明治にかけての事件や世情、それと時代

の庶民の暮らしぶりを紹介したものでございます。 

 最後になります。５番目のつるまい土曜講座につきましては、毎月土

曜日に開始しております展示解説や、体験講座について、ごらんのテー

マで開催したものでございます。 

 説明は以上となります。 

○柿 本 

 教育長 

  続きまして、中丸図書・学び交流課長、お願いします。 

  

○中 丸 

 図書・学び 

 交流課長 

  資料の１０ページをごらんください。 

 図書・学び交流課の報告を行います。まず、学び交流担当分でござい

ます。 

 １の社会教育委員会議運営業務です。こちらは社会教育委員会議を、

昨年度下半期につきましては、２回の会議を開催いたしております。

（２）から（６）までの５回につきましては、各社会教育委員の連絡会

議や公民館大会、研修などについて、延べ１２名の委員の方にご参加を

いただいております。 

 １枚おめくりいただきまして、１１ページをごらんください。 

 ２の特別教室開放事業につきまして、こちらは音楽室や図工室などの

学校内の開放事業でございまして、表の下、合計欄について、９校のう

ち、利用が８校ございまして、６１１回、全部で１万１，１５４名の方

のご利用がありました。 
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 続きまして、３の講座等開催事業について、ごらんください。 

 生涯学習センター等で行った講座の事業の一覧になってございます。

（１）生涯学習センター、指定管理者が行った事業につきまして、１２

ページまでの表にありまして、全部で２７事業、７４回、１，５１２名

の方のご参加をいただいております 

 めくっていただいて、１３ページをごらんください 

 （２）つきみ野学習センターにおける事業の一覧でございます。１４

ページ上段まで、全部で１９事業、２５３回、３，３６８名の方にご参

加をいただいております。 

 １４ページをごらんください。（３）北部文化・スポーツ・子育てセ

ンターについてでございます。こちらは中央林間地区に昨年８月１日に

開館いたしました、市民交流拠点ポラリスについての事業でございま

す。全部で１４事業、４０回、延べ１，１７０名の方にご参加をいただ

いております。その前月の７月で閉館をいたしました林間学習センター

の機能を移転していますので、継続事業が主になってございますが、少

しずつ新規事業なども実施をして、ご好評をいただいております。 

 １４ページの下段をごらんください。（４）桜丘学習センターについ

ての事業でございます。１６ページまでのところで、全部で１７事業、

４２回、延べ７３０人のご参加をいただいております。 

 ページをおめくりいただいて、１６ページをごらんください。上段、

（５）渋谷学習センターについての事業でございます。１７ページまで

の間で、全部で１８事業、２７０回、延べ４，０１３名の方にご参加を

いただいております。 

 おめくりいただいて、１７ページの上段をごらんください。講座等の

開催状況は以上になります。 

 ４の生涯学習情報提供・学習相談事業の表をごらんください。こちら

は学習センターの窓口に、市民の方から寄せられる、こういったことを

学びたいという相談など、さまざまありますが、表の下、全館合計で

６，７５４件の相談を受け付けております。 

 続いて、５の地域文化振興事業についてでございます。主に各学習セ

ンターにおける会館まつりでございまして、利用団体やサークルが日ご

ろの活動成果を披露するイベントになってございまして、数多くの方が

ご来場いただいております。 

 右側１８ページ、上段をごらんください。４行目、第１回ポラりん村

の芝居小屋というのがあります。こちらは前年度まで林間学習センター

で２８回開催をされてきました、りんぶん村の芝居小屋で、ポラリスへ
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移転後初めて開催をいたしたもので、アマチュア演劇サークルが８団

体、ご参加をくださいました。 

 １８ページ上段、続いて、６の学習センター会議室、ホール等貸出事

務についてでございます。会議室等の利用状況を表にまとめてございま

す。各学習センターにおいて、１日の会議室の枠数は２時間ごと、６枠

になってございます。表の下、計のところですが、総枠数４万３，２８

４枠のうち、ご利用いただいたのは２万４，８７２枠でした。総枠数に

対する利用率は５７．５％となっていまして、前年同時期に比べまし

て、１．１ポイント増となっています。利用者合計は４５万４１３名で

ございました。 

 続いての表はホールにつきまして、渋谷学習センターの多目的ホール

についての利用件数です。利用件数は全部で８８８件、利用人数は６万

７，７２６名、利用可能日数１７０日のうち１６８日ご利用をいただき

まして、日ベースの利用率は９８．８％ということで、こちら前年同時

期に比べて５．９ポイント増というふうになってございます。 

 １８ページの最後、ギャラリーの利用の表でございます。つきみ野学

習センター、桜丘学習センター、渋谷学習センター、３館にギャラリー

がございまして、利用状況は全部で３１回、延べ日数が１７４日、延べ

来場者数は８，５２３名という結果でございました。 

 資料をおめくりいただきまして、１９ページをごらんください。こち

らは図書・学び交流課の図書係担当分でございます。１、図書館の利用

状況の表をごらんください。図書館３館、これはシリウス、中央林間、

渋谷の３館、及び学習センター、図書室２館、これはつきみ野、桜丘学

習センターの２館でございます。表の下、合計のところ、左から３番

目、貸出利用者数が２５万９，３４９人、貸出冊数は７３万９４９冊、

新規登録の申し込みの方は、７，４１２名、蔵書以外本のリクエストを

受け付けておりまして、そのリクエスト件数は１３万８，９１９件とい

うことで、いずれの数値も昨年同時期に比べて増えておりまして、こち

らは昨年４月にオープンしました中央林間図書館、これの開館効果では

と捉えております。 

 続いて、２の図書館行事の実施状況についてごらんください。２０ペ

ージの（１０）まで、カウントしているものが合計で１，２５７名の方

のご参加をいただきました。 

 右側２０ページの下段をごらんください。（１１）おはなし会の参加

者数の表です。乳幼児や幼児、小学生向けなど、対象年齢別の各種おは

なし会を開催しておりまして、次のページ、２１ページの上段の上ま
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で、合計で２，１０８名の方のご参加をいただいております。 

 ２１ページに続きまして、中段、３番、職場訪問等の受け入れにつき

ましては、合計２件、３９名の方の訪問を受け付けております。 

 次の４番、インターンシップ等の受け入れということで、こちらは市

内６校の中学生、合計２９名の職場体験を図書館で受け入れまして、窓

口業務や図書の整理業務などを体験していただきました。 

 右側の２２ページをごらんください。最後になります。 

 ５の映画会実施状況につきまして、こちらは図書館主催の映画会で、

場所はシリウス６階、生涯学習センター６０１講習室を会場に行って、

全部で７回、計３６２名の方のご来場をいただきました。 

 図書・学び交流課からのご報告は以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  続きまして、鈴木スポーツ課長。 

○鈴 木 

 スポーツ 

 課 長 

  スポーツ施設学校開放事業について、ご報告させていただきます。 

 資料、２３ページとなります。 

 こちらは平成３０年度下半期の利用件数と利用人数を学校別にお示し

したものでございます。初めに、校庭の利用でございますが、小学校に

つきましては基本、土曜日、日曜日の開放でございます。中学校につき

ましては土曜日、日曜日も部活動で使用しておりますので、基本、学校

開放は実施していない状況でございます。 

 なお、渋谷中学校のみ、ナイター照明を設置しておりますので、夜間

利用による件数がございますが、昨年度下半期は渋谷中学校で校庭改修

工事がございましたので、こちらの件数につきましては、開放した２カ

月間の件数となってございます。また、ナイター照明につきましては、

北大和小学校、大和小学校にも設置しておりますが、北大和小学校は校

舎の増改築工事で、校庭を開放しておりませんので、大和小学校のみ夜

間開放の件数が入っており、他の小学校に比べて、大和小学校の校庭利

用件数が多くなってございます。 

 また、校庭の利用件数全体で申し上げますと、全校合計で１，６９７

件、利用人数につきましては７万４，３０８人と、昨年に比べ、件数は

若干減少しておりますが、利用人数につきましては５，７５２人の増加

となっております。 

 次に、体育館・武道場でございますが、小学校につきましては全ての

曜日の夜間及び土曜日、日曜日の午前、午後を開放しております。中学

校につきましては、基本、夜間のみの開放となってございます。利用件

数につきましては、全校合計で４，９３２件、利用人数が１０万８，７
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９１人と、昨年に比べ、どちらも多少減少しておりますが、こちらは全

校で行ったトイレ改修工事などの工事の影響と学校行事等により、開放

日数が減少したことが主な要因と考えてございます。校庭、体育館全体

で申し上げますと、利用件数はここ数年、横ばいでございますが、学校

開放可能日のうち、工事や雨天等により利用できない期間を除きます

と、利用率が約８０％近くあり、また、利用者も年間延べ１８万人と、

大変多くの方にご利用いただいている状況でございます。 

 以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  では、徳永こども・青少年課長、お願いします。 

○徳 永 

 こども・ 

 青少年 

 課 長 

  こども・青少年課の所管事業のうち、下半期における主な補助執行事

業の状況につきまして、ご報告申し上げます 

 資料の２４ページをごらんください。 

 １、青少年センター運営事業でございます。青少年団体等の青少年セ

ンター内の会議室を提供する事業であり、下半期の利用者数は２，３８

１人で、上半期と合わせますと、年間３，５９６人の方にご利用いただ

きました。前年度より減少となっております。利用者数が減少となった

要因といたしましては、平成３０年４月に、青少年センターが市民活動

拠点、ベテルギウスに移転し、体育館や音楽室等がなくなったことによ

り、青少年センターを使用する団体数が減少したことによるものと考え

ております。 

 ２、青少年キャンプ施設管理運営事業でございます。泉の森のふれあ

いキャンプ場の利用実績は、下半期５，４４６人で、上半期と合わせま

すと年間１万３，６１６人で、昨年度と比較いたしますと９５２人の増

加でございます。利用者が増加した主な理由といたしましては、昨年度

と比べると日中の天候が安定している日が多く、平日、休日を合わせた

稼働率も高かったことが主な理由と考えております。 

 ３番目、成人式開催事業につきましては、参加者数が１，６２２人、

参加率は６８．６％で、参加人数は４２人増えました。参加率は昨年度

０．１％を下回っております。昨年度におきましては、文部科学省が後

援している成人式大賞において、成人式貢献賞を受賞しました。成人式

大賞においての最高賞は成人式大賞になります。本市では２０１７年に

成人式大賞を受賞しましたが、今回は成人式大賞を受賞した成人式のう

ち、引き続き発展、向上を続けていると認められる成人式に贈られる賞

となっております。 

 ４番目、親子ふれあい推進事業は、明るいまちづくりを目指し、親
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子、地域のふれあいを推進する事業でございます。市内１５カ所におい

て、各地に実行委員会を組織し、団体コーナーの出展、遊びやスポー

ツ、ゲームの体験コーナー、模擬店の出展や交通安全・防災などの普及

啓発活動など、企画・運営しております。１０月６日から１月１４日ま

での期間に、各地域で開催し、参加者数は合計１万４，４２５人、昨年

度と比較しますと１，００４人、増加しております。また、役員の参加

者数も４，６７８人で、こちらも増加しております。 

 増加した理由といたしましては、昨年度は台風、大雨により、２カ所

で開催を中止いたしましたが、３０年度は天候に恵まれ、全１５会場で

全て開催できたことによるものと思います。 

 ページをおめくりください。２５ページになります。 

 ５番目、青少年育成事業でございます。この事業は子どもたちを対象

に、みずからが企画立案し、社会体験や自然体験を通してさまざまな活

動を行う事業を中心としています。中高生から１８歳以上の青年を対象

としたユースクラブ事業や、小学校高学年を対象としたわくわく冒険隊

事業、幼児とその保護者を対象としたお話し会や、母と子のプレイルー

ムなどの事業がございます。各事業を合計した参加者数は７９０人と、

昨年度と比べ４０人減少しております。各事業はおおむね増加しており

ますが、わくわく冒険隊の参加者数が前年度に比べ減少となっておりま

す。 

 続きまして、青少年指導者育成支援事業でございます。大きな事業の

一つに、中高生を含めた青少年団体の活動発表の機会として、青少年セ

ンターまつりを実施しております。平成３０年度は青少年センターがベ

テルギウスに移転後、初めての開催となりました。１２月の寒い時期で

はありましたが、８７２人の来場者がありました。昨年度と比較します

と、７４人の減少でございました。旧青少年センターと比べ、展示、出

展するスペースが限られた中での開催でありましたが、大変多くの方に

来場していただいたと考えております。 

 最後になります。放課後子ども教室管理運営事業でございます。放課

後子ども教室は、市内公立中学校全１９校で、週３日開催しておりま

す。下半期の参加者数は、１９校全体で５万３，７１９人、年間では１

０万１，５３５人の参加をいただいております。昨年度は９万６，４３

６人の参加でございましたので、５，０９９人の増加となっています。 

 増加した主な要因といたしましては、平成３０年度も平成２９年度に

引き続き、学校の協力を得まして、３月にも教室を開催できたこと。さ

らに、放課後子ども教室事業の保護者への認知度が増したことに加え、
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児童クラブ、放課後寺子屋やまととの連携がスムーズに図られるように

なったことなどによることが大きな要因と考えております。 

 下半期における状況の報告は、以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  ここまでで質疑、ご意見等ございましたら、お願いいたします。 

 いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 では、続きまして、「平成３１年度大和市立小・中学校の学校評議員

委嘱状況について」、板坂指導室長、お願いします。 

○板 坂 

 指導室長 

  よろしくお願いいたします。 

 それでは、平成３１年度大和市立小・中学校の学校評議員委嘱状況を

ごらんください。 

 まず、学校評議員につきましては、学校教育法施行規則におきまし

て、設置、規定されているものでございます。校長の求めに応じて、学

校運営に関して意見を述べたり、学校関係者として学校評価に参加した

りしていただいております。 

 本年度の学校評議員の人数は、平成３１年４月５日現在で、小学校で

１０６人、中学校では４７人となっております。１校当たりの平均人数

は、小学校では５．６人、中学校では５．２人となっております。ま

た、男性、女性の割合につきましては、小・中学校とも、大体、３対２

ということになっております。 

 委員の方々の出身母体につきましては、小中学校とも、民生委員、児

童委員さん、また、自治会の役員等の関係者の方々、また、地域の

方々、ＰＴＡの関係者の方々といった形で、それぞれの地域に関係の深

い方々が多いという傾向が見られております。この中で今年度新たに評

議員となられた方は、小学校では２１人いらっしゃいます。中学校では

５人いらっしゃいます。こちらは、また、ＰＴＡの役員がかわられたり

とか、自治会の役員がかわられたりしますので、若干の上下はあるかと

思いますけれども、全体では、小学校では２０％、中学校では約１１％

の方が新たに評議員になられたという状況になっております。 

 続きまして、下のほうをごらんください。平成３０年度の学校評議員

の訪問状況、活動状況についてご報告させていただきます。 

 全体とございますのは、全体会が開催された回数でございます。小学

校、中学校ともに、平均で２．７回ということになっております。ま

た、個別での訪問につきましては、小学校５．２回、中学校では５．７

回ということになっております。 

 具体的には、全体会、ほぼ、学校では学期ごと、もしくは前期、後期

といった形で、年２回の実施ということになっております。前半では学
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校長からの学校の教育目標ですとか、学校の経営方針の説明を行いまし

て、後半の開催では、学校の現状、取り組み状況報告、そして、評議員

さんから学校評価についての意見を言っていただくということの活動が

行われております。 

 内容につきましては、小学校では、やはり登下校の安全ですとか、い

じめの問題ですとか、そういった子どもたちの安全、安心にかかわる協

議が多いということになっております。また、中学校では教育課程、そ

れから生徒指導上の課題等の課題が多くなっているという状況でござい

ます。 

 個別の訪問につきましては、入学式、それから卒業式、運動会などの

学校行事への参加、または学校エコ週間ですとか、授業参観などの場面

での参加をいただくというもので、その中でご意見をいただいておりま

す。また、年度末につきましては、地域の方や保護者、児童生徒からの

学校に関するアンケートをもとに、学校に対する評価をいただきまし

て、協議をいただいております。また、こういった形で学校関係者評価

として、こういったものが位置づけられておりまして、いろいろな視点

からご意見をいただき、学校づくりのために非常に重要なものとなって

いるというふうに考えております。 

 以上が、活動についての報告でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  今の報告に対しまして、何かございますか。 

○青 蔭 

 委 員 

  今、るるご説明いただきまして、いかに学校評議員が学校にとって大

切なお立場だということのご説明を賜りました。まことに、そのように

認識をしておりますが、数年前に、学校評議員の方がお尋ねいただきま

して、学校から委嘱状が届いたけれども、何だ、その紙の用紙の薄さ、

それが年々薄くなっているとお伺いしましたので、それだけご期待を、

あるいは、ご協力を仰ぐならば、ぜひ、委嘱状１枚においても、学校側

から、方々への心配りと申しますか、そういう、形としてお伝えを願い

たい。その方は、数年前の用紙からお持ちになっていただいて、こんな

ものだ。私は学校評議員の方がそう申されたんですが、こんなものだ

よ。それで教育委員は知っているかい。痛くお叱りを受けました。私

は、ご無礼ながら、学校からどんな用紙で、どのような文言で、いつ出

されているかを、申しわけございません、大変不勉強で知らなかった。

おわびを申し上げました。教育委員のくせに、学校評議員に対する委嘱

状がどのようなものが出ているかということを知らんでいいのかとお叱

りを受けました。ぜひ、出す前に、その形状や紙質というものを、ご無
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礼ながら、おまえらに見せる必要はないとおっしゃるのなら、それで結

構ですが、私は、もしそうでしたら、その評議員の方に対して、教育委

員にはご指示が、あるいは、ものはなかったということをお伝えせなな

りませんので、お願いですから、見せるのが嫌なら、どうぞ学校評議員

に対する、るる、るる、それだけのご期待するならば、その心配りを市

民の方に伝えてほしい。上から目線になってはならないと思います。学

校に指示を、あるいは、ご協力を求めるという姿勢があるならば、そう

いう用紙一枚一枚に心のこもったことをしてほしい。なければ、お忙し

いのに数回お集まりいただくというところも、何か私の耳によると、細

かいことは話してくれませんというようなことをお伺いしましたので、

ぜひ、そういう心の隙間がないようにしていただきたいなと思います。 

 私たち教育委員に見せるのは別問題として、ぜひ、学校教員の方々

に、その意識の改善と申しますか、あるいは、モチベーションの高まり

と申しましょうか、そういうものをしていただきたいなと念じておりま

す。 

 以上であります。 

○柿 本 

 教育長 

  ありがとうございました。 

 委嘱状につきましては、以前ご指摘いただきまして、一応、紙質等を

変えて、今、執行しております。また、後ほど確認いただいて、もしま

たご意見があれば、いただけたらと思います。 

 ここで議事運営上の都合により、あらかじめ会議時間を延長し、１２

時１５分までといたします。よろしくお願いいたします。 

 では、続きまして、町田市との図書館相互利用の開始について、中丸

図書・学び交流課長。 

○中 丸 

 図書・学び 

 交流課長 

  

  町田市との図書館相互利用の開始についてという、資料をごらんくだ

さい。内容について、概略、ご説明、申し上げます。 

 基本的に図書館は誰でも利用できますが、本の貸し出しにつきまして

は、やはり、本市の市民に限られるということがございます。しかし、

図書サービスの拡充のために、周辺自治体と相互利用の協定を結んで、

それ以外の市民の方でも本を借りられるようにしております。大和市図

書館では、平成６年から、県央地区８市１町１村、それから平成２２年

から藤沢市と、平成２９年からは横浜市と図書館の相互利用を実施して

おります。 

 今回、新たに町田市と協定を締結して、相互利用を開始するというも

のでございます。この協定によって大和市民の方は、県央地区、藤沢

市、横浜市に続いて、町田市が設置する図書館施設での本の貸し出し等
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のサービスを受けることが可能ということになります。 

 利用開始日は、今年５月１５日からということで予定しております。 

 １の、これまでの経緯は、今、申し上げたとおりです。 

 ２の、町田市との相互利用の内容につきまして、大和市民が町田市の

図書館で本を借りる場合は、町田市の図書館で利用者登録を行っていた

だきます。返却も町田市の図書館ということになります。町田市民が大

和市の図書館で本を借りる場合も同様の手続ということになります。た

だし、どちらの市でも、図書の予約の受け付けは行いませんということ

になってございます。 

 一番下のところ、なお、相互利用対象施設及び蔵書数につきまして、

大和市は全５施設、これは図書館と図書室、それから、町田市全９施設

につきましては、図書館が８館と市民文学館が１館ございます。それで

９施設ということになっております。この辺につきましては、広報やま

と５月１５日号で、市民の方に、これについては申し上げるという予定

でございます。 

 以上でございます。 

○柿 本 

 教育長 

  ただいまの件で、何かございますか。 

 よろしいですか。 

 それでは、事務局より何か、ございますか。 

 委員の皆様から何か、ございますでしょうか。 

 特にないようでしたら、５月の会議の日程をお知らせいたします。 

 ５月定例会は、５月２２日、水曜日、午前１０時からを予定しており

ます。 

   

◎閉  会 

 

○柿 本 

 教育長 

  それでは、以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これにて、教育委員会４月定例会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

閉会 午前１１時５８分 

 


